
令和3年度

西脇こども会議
参 加 者 募 集 ！

テーマ
西脇のみんなが笑顔 になるために

わたしたちができること

日 時 10月24日（日）茜が丘複合施設Miraie

午後１時３０分～３時３０分

① 学ぼう！

～子どもの人権について～

② 話し合おう！
～自分も周りの友達も幸せに生活できるために

いじめについて考えよう～

③ 発信しよう！
～いじめをなくすためのメッセージやイラストを描いて

市内の小・中・高校生に発信しよう～

内 容

≪西脇こども会議って？ ≫

・「西脇市こどもの笑顔をはぐくむ条例」（令和2年4月施行）第
10条に基づき、子どもたちが自分の意見を発表する場を設ける
ため、「西脇市こども会議」を開催します。

・西脇市が子どもにやさしいまちとなるよう、子どもたちの意見や
考えを大切にして、まちづくりを進めていきます。

・すべての子どもたちの人権が尊重され、夢を持って笑顔で健やか
に育つことができる社会の実現を目指しています。

条例の内容がよくわかる
動画を見ることができます！

共催：西脇市教育委員会・茜が丘複合施設Miraie

みらフェス会場内で
同時開催！

ごっつ

【問合せ先】

西脇市 福祉部 こども福祉課

〒677-8511 西脇市下戸田128番地の1
電話：0795-22-3111（内線：1153） FAX：0795-23-5219



応募できる人
西脇市内に在住または在学している小学4年生から17歳までの児童
（年齢は令和３年4月1日現在）
募集人数は15名程度

応募方法
下記の応募用紙に記入して、担任の先生に提出するか、メール・郵
送・FAX等でお申し込みください。※メールでの応募は応募用紙に
ある必要事項を本文に入力してください。

応募締切
令和３年9月2日（木）まで （郵送の場合は必着）
※参加希望者には後日、案内の詳細をお配りします。

１

ふりがな こども会議で話し合いた
いこと、してみたいこと
を書いてね。名前（年齢）

２ 学校名

３ 学年 組

４ 保護者名

５ 住所

６ 連絡先（TEL）
※必ず日中連絡のつく電話番号の記載をお願いします。

（続柄 ）

７ メールアドレス
※PCからのメール受信設定をお願いします。

＜西脇こども会議 応募用紙＞

西脇市 福祉部 こども福祉課 宛

令和３年度 『西脇こども会議』に参加します。。

※西脇こども会議で撮影した写真や名前等を、西脇市のホームページや印刷物、報道等で使用することがありま
す。あらかじめご了承ください。（後日、参加者ご本人と保護者様には承諾書にご署名いただきます。）

✂きりとり✂

西脇市 福祉部 こども福祉課
〒677-8511 西脇市下戸田128番地の1
電話：0795-22-3111（内線：1153） FAX：0795-23-5219
メール：jidoufukushi@city.nishiwaki.lg.jp

🌼 メール・郵送・FAX等で申し込みされる場合の宛先 🌼

学校

年 組

（ 才）


